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中間処理施設の処理フロー図

※１ 廃プラスチック類等の破砕

対象物が一部混じる可能性が

ある。その場合は手作業にて

⑤保管エリア に移す。

※２ がれき類については、選別さ

れずに残ったものが混入する

ことを想定。

屋 内 保 管

・ ガラスくず、

コンクリートくず

及び陶磁器くず

・ 廃プラスチック類

・ 紙くず

・ 木くず

・ 繊維くず

・ ゴムくず

・ ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くず

・ （ がれき類） ※２

・ 木くず、がれき類は自社

の破砕施設にて再資源化

し、売却

・ 金属くずは、スクラップ

業者に売却

・ 管理型最終処分場にて

埋立処分

・ 自社の焼却施設にて焼却処理

・ 管理型最終処分場にて埋立処分

廃 棄 物 受 入

・ 廃プラスチック類

・ 紙くず

・ 木くず

・ 繊維くず

・ ゴムくず

・ 金属くず（ 厚肉物）

・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

・ がれき類

選別処理施設
（ ＨＶ６０―３３８）

・ 廃プラスチック類

・ 紙くず

・ 木くず

・ 繊維くず

・ ゴムくず

・ 金属くず（ 薄肉物）

・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

※・ （ がれき類） ２

破砕処理施設
（ ＶＶＺ１９０／ ２×１５５Ｔ ）

重量物 軽量物

細粒物

再資源化
埋立処分

焼却処理及び

埋立処分

・ 金属くず

・ 金属くずは、スクラップ

業者に売却

再資源化

選別の必要のない廃棄物

磁選機にて選別

①保管エリア

②保管エリア

⑤保管エリア

④保管エリア

⑥保管エリア

・ 木くず

・ がれき類

・ 金属くず

・ ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くず

③保管エリア ※１

手選別できるもの
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